
会長 秋吉　稔之

会長職務代理 青山　眞士

任期：令和５年７月２０日～令和８年７月１９日

農政委員会
農地転用審査
特別委員会

委員協議会

1 青山　眞士 地区推薦 ○

2 古熊　健一 地区推薦 会長

3 高橋　毅典 地区推薦 広報係 ○ 幹事

4 佐々木　彦治 地区推薦 広報副係長 ○ 幹事

5 目黒　一雄 地区推薦 ○ 副会長

6 泉　　 和浩 地区推薦 委員長

7 佐々木　章史 地区推薦 副委員長 副会長

8 狩野　菊恵 応募
副委員長
広報係長

9 髙野　秀則 全域推薦 副委員長

10 滝本　　弘 団体推薦 ○ 農協

11 石田　秀人 地区推薦 ○ ○ 監事

12 岸本　辰彦 地区推薦 ○ 監事

13 山田　裕一 団体推薦 委員長 土地改良区

14 佐々木　靖 地区推薦 副委員長 会計

15 湯浅　　浩道 地区推薦 副委員長 ○

16 秋吉　稔之 地区推薦

所属委員会

備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○　委員）

農業委員会の概要

１．第２５期当別町農業委員会各種委員会名簿

（令和５年７月２０日現在）

議席
番号

委員氏名 選出方法
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２．農業委員会総会開催状況 

開催年月日 付議件数 主な付議事項 

第 23 回 

R4.4.25 

報 告 2件 

議 案  2件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

第 24 回 

R4.5.25 

報 告 1件 

議 案  5件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について  

・農用地利用集積計画の決定について 

・土地の現況証明願いについて 

・令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)につい

て 

・令和 4年度最適化活動の目標の設定等(案)について 

第 25 回 

R4.6.27 

報 告  2件 

議 案  4件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・土地の現況証明願いについて 

第 26 回 

R4.7.25 

 

報 告  1件 

議 案  6件 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・土地の現況証明願いについて 

・当別農業振興地域整備計画の変更について 

第 27 回 

R4.8.25 

報 告  1件 

議 案  4件 

 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第１項の規定による買入協議の要請 

について 

・土地の現況証明願いについて 
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開催年月日 付議件数 主な付議事項 

第 28 回 

R4.9.26 

報 告  2件 

議 案  4件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 4条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農地法 30 条第 1項の規定による利用状況調査結果について 

・土地の現況証明願いについて 

第 29 回 

R4.10.25 

報 告  2件 

議 案  6件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・農地法 30 条第 1項の規定による利用状況調査結果について 

・土地の現況証明願いについて 

第 30 回 

R4.11.25 

報 告  1件 

議 案  3件 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・土地の現況証明願いについて 

第 31 回 

R4.12.26 

 

報 告  3件 

議 案  3件 

・農地法第 3条第 3項の規定による届出について 

・農地法第 5条の規定による許可について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

第 32 回 

R5.1.25 

報 告  2件 

議 案  5件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の取消について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 
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開催年月日 付議件数 主な付議事項 

第 33 回 

R5.2.27 

報 告 2件 

議 案  3件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について 

第 34 回 

R5.3.27 

報 告  2件 

議 案  7件 

・農地法第 3の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・当別町農業委員会事務局職員の任免について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農地法第 3条第 2項第 5号に規定する面積要件廃止について 

・当別町農業委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程の制定につ

いて 

・令和 5年度最適化活動の目標の設定等について 
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３．農業委員会組織等 

１ 農業委員数 

農業委員定数 地区推薦 団体推薦 全域推薦 応募 

１６名 １２名 ２名 １名 １名 

 

２ 委員会構成 

農政委員会 農地転用審査特別委員会 委員協議会 

９名 ９名 １６名 

 

３ 会議開催状況 

総会 四役会議 農政委員会 
農地転用審査 

特別委員会 

新規就農・新規農

地所有適格法人

等設立協議会 

農用地利用集積 

計画作成協議会 

１２回 ０回 ２回 ３回 ２回 ７２回 

 

４ 事務局組織体制     ５名 (令和５年４月現在) 

 

                                                 （職員定数  ６名） 

                             

                   総務係 (１人)  

                        

事務局長    事務局次長          

                  

農地係 (２人) 
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４．農業委員会予算関係（令和4年度）

歳入

予算額　（円）

729,000

4,960,000

1,485,000

94,000

7,268,000

歳出

予算額　（円）

9,239,000

288,000

706,000

100,000

315,000

72,000

273,000

152,000

122,000

349,000

11,616,000

委員報酬

会長 月額    50,000円

会長職務代理 月額    40,000円

委員 月額    40,000円

節 決算額　（円）

農業委員会手数料 619,000

計 7,394,200

農業費補助金 5,058,000

農業者年金業務委託収入 1,558,200

雑入 159,000

決算額　（円）

報酬（農業委員、会計年度任用職員） 9,238,800

職員手当等 287,760

旅費 672,545

節

交際費 46,472

需用費 314,517

負担金補助及び交付金 232,800

   備品購入費 119,460

計 11,405,434

役務費 72,000

委託料 269,280

使用料及び賃借料 151,800

－8－


